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�●いずれの相談も祝日は実施しませんので、ご注意ください。
●市役所内の相談場所は、各階にある案内図をご確認ください。
●電話番号末尾の（専）は、相談専用の電話番号です。

相談名 日時 場所 予約 問い合わせ

一般住民相談
平日9：00～12：00、13：00～17：00 市役所1階 市民課

不要

市民課 ☎32-8012
※各相談の受け付けは、終
了時間の30分前までです。
※外国人相談で、ポルトガ
ル語以外の言語での通訳を
希望する人は、窓口へお問
い合わせください。

毎週水曜日（休館日を除く）
10：00～12：00、13：00～17：00

サンネット相談室
カリヨンハウス内

外国人相談
（ポルトガル語の通
訳による※）

毎週月・火曜日13：00～17：00
毎週水・木・金曜日
9：00～12：00、13：00～17：00

市役所1階 市民課
不要

毎週月曜日9：00～12：00 市役所2階こども相談課
毎週火曜日9：00～12：00 市役所2階 納税課

おくやみコーナー 毎週火～木曜日9：00～、10：30～、
13：30～、15：00～ 市役所1階 市民課 必要

人権相談、行政相談 10日（水）13：30～16：30 市役所2階202会議室 不要
法律相談 12日・26日の金曜日13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）
司法書士・行政書士・土地
家屋調査士合同相談 16日（火）13：30～16：30 市役所2階202会議室 必要（前日まで）

障がい者相談
（就労・介護・虐待など） 平日9：00～17：00 市役所1階ふくしの窓口 不要 ☎76-5663

高齢者面接相談
（介護・虐待など） 平日9：00～17：00 市役所1階 長寿介護課、

ふくしの窓口 不要 長寿介護課 ☎32-8009
ふくしの窓口 ☎76-5663

介護・高齢者福祉サービ
スの相談

平日9：00～17：00 市役所1階 長寿介護課

不要

☎32-8009

平日8：30～17：00
きたよし地域包括支援センター ☎33-0791
なかよし地域包括支援センター ☎34-6811
みなよし地域包括支援センター ☎33-3502

平日9：00～17：30 おかよし地域包括支援センター ☎33-4177

成年後見相談 平日9：00～17：00 成年後見支援センター
（ふれあい交流館内） 必要（前日まで） ☎33-5020

医療相談 平日8：30～17：00 市民病院1階 総合受付 不要 市民病院地域連携・医療相
談室 ☎33-3300

児童虐待・こどもの相談 平日9：00～17：00 市役所2階こども相談課 不要 ☎32-0910（専）

女性の悩みごと相談 毎週月曜日12：00～16：00 電話（電話相談後に面接相談可）不要（面接相談は要予約）
こども相談課
☎32-9539（専）

母子・父子・寡婦相談 平日（水曜日を除く）9：00～16：30 市役所2階こども政策課 不要 ☎32-8034

子育て相談
毎週火～日曜日9：00～17：00 子育てふれあい広場

（カリヨンハウス内） 不要 ☎36-1181

毎週火～土曜日9：00～17：00 子育てふれあい広場
（子育て総合支援センター内） 不要 子育て総合支援センター

☎34-0500
NPO・協働相談 4日（木）13：30～16：30 市役所5階 協働推進課 必要（前日まで） ☎32-8025

消費生活相談 毎週月・水曜日9：00～12：00
毎週木・金曜日13：30～16：30 市役所4階 相談室 不要 産業振興課 ☎32-8015

営農相談 10日・24日の水曜日13：30～15：30 緑と花のセンター営農相談室 必要 ☎34-6111

教育に関する相談（家庭・
学校・不登校・特別支援）

毎週月～金曜日9：00～16：00 教育センター「学びの森」 必要 学びの森 ☎33-5010
学校教育課 ☎32-8026毎週木曜日18：00～20：00 市役所2階 学校教育課 必要（前日まで）

心配ごと相談 5日（金）・22日（月）9：00～12：00 福祉センター2階 相談室 予約者優先 社会福祉協議会
☎34-1588

心の電話みよし
（青少年とその保護者） 毎週土曜日12：00～16：00 電話のみ 不要 こども相談課

☎34-5874（専）

ひきこもり相談 毎週火～土曜日8：30～17：15 C
シエル
iel b

ブ ル ー
leu（障がい者等サポート

センター内） 必要 ☎78-3611

中小企業等無料経営相談 平日9：00～17：00※日時については要相談 市役所4階 相談室 必要（14日前まで）産業振興課 ☎32-8015

くらし相談（生活困窮） 平日9：00～17：00 くらし・はたらく相談センター
（ふれあい交流館内） 必要 ☎33-5020（専）

はたらく相談 ☎33-5070（専）

若者のための職業相談
9日（火）9：00～、10：00～、11：00
～、23日（火）13：00～、14：00～、
15：00～

ジョブサポートみよし
（ふれあい交流館内） 必要（前日まで） ☎33-1860（専）

巡回労働相談 9日（火）13：00～、14：00～、15：00～
栄養・歯科相談 10日（水）9：00～11：30

衣浦東部保健所
（刈谷市大手町1-12）

必要 ☎0566-21-9338
こころの健康医師相談 18日（木）14：00～16：00 必要（前日の正午

まで） ☎0566-21-9337アルコール専門相談 10日（水）14：00～16：00
夜間HIV・梅毒検査 1日・15日の月曜日18：00～19：00 不要

☎0566-21-4797毎週火曜日9：00～11：00 不要HIV・肝炎・梅毒検査
骨髄バンクドナー登録 必要

検便・水質検査（有料） 毎週火曜日9：00～11：30 衣浦東部保健所（受け付けは、
みよし駐在） 水質検査は要予約 みよし駐在 ☎34-4811
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家庭教育だより №48
はぐくみ

　家庭内のコミュニケーションなどによって育まれる
家族の絆

きずな
や家庭のルールづくり、こどもたちの基本的

な生活習慣づくりを考えませんか。
問合学校教育課　☎32-8028　 34-4379

▶ 4月6日、城山保育園の入園式を取材しました。
式は園内のホールで行われたのですが、そこからガ
ラス越しに調理場の状況が見えることにびっくり。
園長先生に聞くと「調理しながらこどもたちを見守る
ことができ、こどもたちもどのように料理が作られ
るのか見ることができるようにしました」とのことで
す。食育にもつながる良い環境だと感じました。（宮）記

後
集

編

家庭でできる包括的性教育
　市内小・中学校の養護教諭と保健主事を対象に、小中学校保健事業実行委員会研
修会が2月に開催されました。教育団体A

アンスルータ
nsluta代表で助産師の伏

ふし だ
田綾

あや
先生を講師

に招き「包括的性教育について」をテーマにお話を伺いました。今回はこの研修の内
容から、家庭でできる包括的性教育について紹介します。

　地域の人に会ったら自分から「おはようござ
います」「こんにちは」と声を掛けましょう。あ
いさつはコミュニケーションの基本。地域の
人とあいさつすることは、防犯や地域の良い
雰囲気づくり、絆づくりにもつながります。

　「ご飯を作ってくれてありがとう」「元気でい
てくれてありがとう」など、何気ない日常にあ

みんな幸せ
ともいくチャレンジ（ともチャレ）

地域で「おはこん」チャレンジ 家族に「ありがとう」を伝えよう

　包括的性教育とは身体や生殖のしくみだけではなく、人
間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福など幅広い
テーマを含み、保健だけでなく他教科も含めて包括的に行
う教育のこと。従来の性教育よりも大きな視点で「性」や「ら
しさ」など、幅広いテーマを取り扱うものです。

これからも心・体・命・人との関わりの大切さを、こどもたちへ伝えていきましょう。

　人によって、境界線についての考えや感じ方は十人十色
です。境界線とは、自分と他人の心・体・感情・時間などを
守るための目に見えないパーソナルスペース、人それぞれ
が感じている「いいよ」「いや」の境界のこと。人によって境
界線が違うので、何かをする時には同意が必要です。

　包括的性教育の第一歩は「同意をとる・とられる」を日常
的に練習すること。同意をとることで、自分が大切にされ
ていることを知ることができます。親切心で人に何かをし
ようとするとき「いい？」「いいよ」と声を掛け合う。これは、
将来の性的同意の充実にもつながります。

　ともチャレとは、毎月チャレンジする内容を決め、市民みんなで
挑戦する絆づくりのことです。

※4月のともチャレ「おはおやチャレンジ」での、皆さんの取り組み状況や感想を募集
します。右のQRコードから、どしどしご応募ください。お待ちしています。

6月5月

りがとうの機会はたくさんありま
す。親から子へ、子から親へと「あ
りがとう」と伝え合いましょう。

【具体例】
❶こどもの服の裾

すそ
が出ていたら…

服の裾、直していいかな？→「いいよ」「だめだよ」
❷手をつなごうとするときは…
手をつないでいいかな？→「いいよ」「だめだよ」

※身体に触れる前に、同意をとることから始めましょう。

包括的性教育とは

ようとするとき「いい？」「いいよ」と声を掛け合う。これは、
将来の性的同意の充実にもつながります。

服の裾、直していいかな？→「いいよ」「だめだよ」

ポイントは「境界線と同意」

まず家庭で始めることは




